
※ 作成：提出の必要のないもの、監督員の確認を要するもの。ただし、監督員の指示により提出できるものとする。

発注者 受注者 備考

○協議書の提出

協議内容

・実施する施工プロセス（①～⑤）

・作業内容（掘削工、盛土工、ほ場整備、舗装工事

水路工事、暗渠排水、ため池改修工事）

・採用技術（ＵＡＶ、ＴＬＳ等起工測量、 MC/MG、

ＵＡＶ、ＴＬＳ、ＴＳ等出来形管理）

・活用対象範囲

○３次元設計データの作成

○基本設計データチェックシート

（農林水産省ガイドライン様式１）の作成
・工事基準点チェックリスト（チェック入り）

・線形計算書（チェック入り）

・平面図（チェック入り）

・縦断図（チェック入り）

・横断図（チェック入り）

・３次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物）
○起工測量結果の反映

○出来形管理の測定・写真撮影による記録

○出来形管理帳票の作成・提出

・出来形合否判定表

○測量精度管理書類の作成

・精度確認試験報告書

○数量計算方法の協議

⑤３次元データの納品

検査

○ＩＣＴ建設機械工の管理用書類の作成
・ローカライゼーションの実施
・バケット、ブレードの位置精度の確認
・日常点検の実施

・機器類の点検
（提示できるように資料として整備・保管）

入札公告

・公告文書、特記仕様書へモデル工事の記載

②基本設計データ、３次元設計ﾃﾞｰﾀの作成

設計図書の照査

③ＩＣＴ建設機械による施工

○照査結果の報告

○電子納品成果品の提出

【電子登録用】

・３次元設計図面データ
・３次元出来形図面データ
【電子登録以外】
・航空写真

④３次元出来形管理等の施工管理

着手前打ち合わせ

・設計図書の３次元化の指示

・見積り依頼

○モデル工事の実施範囲は、生産性向上と合理性の観点か

ら総合的に検討する。

１）実施を十分検討すべき場合

・規模が少ない土工でのＩＣＴ建機の使用

・水中掘削や衛星が捉えられない現場

・掘削の大部分が岩

２）モデル工事対象外の土木類似工種
・任意仮設の土工（出来形等を確認しないもの）
・残土受入地など巻き出し厚を管理しない盛土 等

※各施工プロセスで活用対象範囲は一様でない場合もある。

○施工計画書への記載項目

・適用工種、適用プロセス及び適用技術

・適用区域（平面図上に３次元計測範囲、出来形管理、

ＩＣＴ建機による施工範囲を図示）

・出来形計測箇所、測定項目、管理基準及び規格値、

測定基準、撮影基準、撮影箇所、出来形計測箇所
・使用機器・ソフトウェア等（機能・性能などを確認

できる資料を添付）
・撮影計画（ＵＡＶの場合）

基準点設置

・基準点設置の指示、確認 ○基準点の設置、測量成果及び設置状況の報告

○工事基準点

・４級基準点または３級基準点と同等以上の基準点を設置

する。

○３次元起工測量

・３次元起工測量を実施することで現場の地形情報をより

詳細に反映した３次元設計データを作成できる。

・現場の地形を把握することで仮設計画や施工計画等の作

成に活用できる。

・盛土及び切土と地形の擦り付け部分が発注図に含まれる

現況地形と異なる場合は監督員と協議の上、３次元設計
データの作成に反映させる。

○基本設計データ、３次元設計データの作成範囲

１）基本設計データ（出来形管理用ＴＳ技術）

縦断：工事起点から工事終点まで

横断：構造物と地形との接点まで
２）３次元設計データ（ＵＡＶ・ＴＬＳ出来形管理技術）

縦断：工事起点から工事終点及びその外縁に線形要素の

起終点がある場合はその範囲まで

横断：構造物と地形との接点まで

・出来形管理帳票の確認
・数量計算方法の確認

○監督項目

・施工計画書の受理・記載事項の確認

・撮影計画又は飛行計画
・基準点の指示

・設計図書の３次元化の指示

・工事基準点等の設置状況の把握

・３次元設計データチェックシートの確認

（３次元設計データによるＣＡＤ図面と設計図書を重畳

して確認）

・精度確認試験結果報告書の把握
・出来形管理状況の把握（出来形管理図表（ヒートマッ

プ）を確認する。）

○検査項目

・実地検査は施工管理データが搭載された出来形管理用Ｔ
Ｓ等を用いて、現地で自らが指定した箇所の出来形計測

を行う。（１工事につき１断面）

○出来形管理

・管理断面の始点から終点とし、全範囲で10cmメッシュに

１点以上座標値を取得する。

・法肩、法尻から水平方向に±50mm以内に存在する計測点

は標高較差の評価から外してよい。

・標高方向に±50mm以内に存在する計測点は水平較差の評

価から外してよい。

変更契約

・ガイドラインに基づき積算 ○建設機械の稼働日数の報告（別紙３）

○積算

１）土工の数量算出

・従来の平均断面法または、ＵＡＶ・ＴＬＳ等による計測

データを基に３次元ＣＡＤソフトウェア等を用いた方式

（点高法、ＴＩＮ分割等を用いた求積、プリズモイダル

法）により数量算出を行う。

２）積算の対象

・３次元起工測量

・３次元設計データ作成

・ＩＣＴ建設機械による施工（土工、舗装工事は施工Ｐ、

ほ場整備工事、暗渠排水工事は積上げ積算）

３）ＩＣＴ建機の積算

①施工数量の計上（施工Ｐの場合）

掘削

・ＩＣＴ建機の稼働率に応じてＩＣＴ建機の施工数量を

計上

・稼働率根拠が不明な場合は、全施工量の２５％をＩ

ＣＴ建機の施工数量として計上

掘削以外のＩＣＴ建設機械による施工
・ＩＣＴ建機の稼働率に関わらず全数量をＩＣＴ建機の

施工数量として計上

②以下のＩＣＴ建機導入に係る経費を技術管理費に積上
・保守点検費
・システム初期費
・ＩＣＴ建機経費加算額（機械経費を損料計上する場合

のみ計上（施工ＰはＰに組込済））
・書面検査

・実地検査

施工計画書（起工測量）

○施工計画書（起工測量）の提出・施工計画書の確認

①３次元起工測量

・精度確認試験結果報告書の確認

○起工測量の実施

○起工測量データの作成

○精度確認試験結果報告書の提出
○３次元公共測量に関する書類の作成

・照査状況の確認

施工計画書（工事）

○施工計画書（工事）の提出・施工計画書の確認

・電子成果品の確認

工事成績評定にて２点加算

（創意工夫）

○書面検査

○実地検査

・従来の積算

発注
段階

工事契約

施工

計画

・
準備

段階

施工
段階

出来形

管理

段階

変更

完成

段階

検査
段階

（参考１） ＩＣＴ活用モデル工事 施工フロー図

・ＩＣＴモデル工事の確認

・２次元設計データの提供


